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暖かい暮らし応援事業 

 
  
 １ 事業概要  

所得の低い方々の暮らしを応援するため灯油購入券を交付 
 
２ 対象  

施設入所者等を除く市内の市民税非課税世帯 
(約 6,800 世帯) 

     
３ 灯油券の内容 

１世帯につき 6 千円、１枚千円の灯油購入券を 6 枚交付 
(昨年度より 2 千円引き上げ) 

 
    ４  交付方法 

(1) あらかじめ、対象と思われる世帯に 12 月中に申請書を送付 
(2) 来年 1 月 5 日から本庁、支所、振興センター等で申請を受付け、灯油購入

券を交付 
 
５ その他 
   灯油の引き換え期限は、３月末までとし、協力をいただく市内の灯油販売店に

ついて、店舗ごとに灯油購入券をまとめて市に請求していただく。 
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